
【学部生　令和元年（2019年）以前入学者対象】 令和6年4月時点で6年生

授業料免除申請フローチャート
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（注２）新制度の不採用の理由により、再度申請するかを判断をしてください。

用いて収入額等により家計基準を判定し支援区分の見直しを行い、後期分は第Ⅰ区分ではなくなる可能性があります。9月～10月

頃、日本学生支援機構のスカラネットパーソナルで10月からの支援区分が確認できます。第Ⅰ区分以外となった場合、後期は経過

措置に申請することをお勧めします。

（注１）第Ⅰ区分であれば、経過措置に申請しなくても新制度のみで全額免除となりますが、夏頃に日本学生支援機構がマイナンバーを
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家計基準は、各学期について右記の表の年の父母,本人

の1年間の収入で判定しています。

学業基準は、前学年までのGPA値及び修得単位数で前

期、後期とも判定しています。
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日本人、永住者等 留学生

以前、高等教育の修学支援制度

（新制度）に申請した？

高等教育の修学支援制度

（新制度）への申請が必要

授業料減免と給付奨学金両方の申請が必要です。

授業料減免：3月１1日(月)～４月1１日(木)

moodle入力

給付奨学金：4月上旬～申請書類受付

認定要件：

・高校を卒業して2年以内に三重大学入学

・父母本人の合計資産2,000万円以下

・卒業延期予定ではない

・日本人（外国籍の場合は永住者等）

・定められた収入基準以下 など

詳しくは以下のURLより確認してください。

(文科省HP)

新制度申請結果

採用？不採用？

「経過措置」一次申請（ユニパ入力）

時 期：４月４日（木）～ 4月1１日（木）

申請方法：「授業料免除等申請のしおり」参照

（日本人学生は４～6ページ，留学生は７～１０ページ）

「経過措置」二次申請（書類提出）

郵送提出期間：6月５日（水）～ 6月21日（金）消印有効

持参提出期間：6月1４日（金）～ 6月21日（金）平日のみ

提出方法： 「授業料免除等申請のしおり」参照

授業料免除結果通知（「新制度」＋「経過措置」）

時 期：8月中旬（予定）

通知方法：郵送及びユニパメール

高等教育の修学支援制度（新制度）

授業料減免 + 給付奨学金

✖ 対象外

郵送、または窓口持参で提出

授業料減免と

給付奨学金それぞれ

の継続願を指定の

時期に提出必要。

支援区分は？

新制度に

再度申請OK、

再度申請しなく

てもOK

（注２）

新制度のみで全額免除

経過措置申請不要

認定要件により明らか

に対象外の場合は,免除

担当に理由の報告をす

ることにより、新制度

への申請を不要とする

経過措置 授業料免除制度
申請要領は従来の免除制度と同じです。

https://www.mext.go.jp/kyufu/student/2021073
0-mxt_kouhou02_1.pdf

https://www.mext.go.jp/kyufu/student/20210730-mxt_kouhou02_1.pdf

